
本市における「重層的支援体制整備事業」の概要 

 

１ 事業概要                                                          

  市民から寄せられる福祉に関する相談を包括的に受け止め、複雑・複合化したケース（8050 問題やダブルケアなど）を支援していくため、 

「Ⅰ 相談支援」、「Ⅱ 参加支援」、「Ⅲ 地域づくりに向けた支援」を一体的に行うもの 

 

 

 

 

 

 

２ スケジュール 

移行準備 ５年度 8 月まで 関係機関での模擬ケースの検討等（多機関協働会議） 

    9 月以降 実際のケースを基に、関係機関での支援プランの検討。アウトリーチや参加支援を委託で実施予定（試行実施） 

本格実施 ６年度～ 重層事業担当部署がコーディネート。アウトリーチや参加支援は引き続き委託で実施予定 

 

３ 本格実施の支援フローの方向性 

  ①相談窓口等における既存の連携で解決が困難な複雑・複合化したケースは、重層事業担当部署につなぐ 

  ②重層事業担当部署は、つながれたケースの課題を整理し、関係機関による会議（重層的支援会議）を開催し、支援プランを作成 

  ③支援プランに基づき、関係機関において各種支援を行い、解決（終結）を目指す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 相談支援 
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アウトリーチ等を通じた継続的支援事業  

・家庭訪問等を継続的に実施し、本人とのつながりを形成 

・本人が各種支援等へつながれるよう継続的に伴走 

参加支援事業 

・就労支援等の提供により、社会とのつながりを作る支援 

・本人のニーズと支援メニューをマッチング 

Ⅱ 参加支援 

 

地域づくり事業 

・お達者クラブ、親子つどいの広場等の既存事業を活用した 

 交流・参加・学びの機会の確保 

・地域社会からの孤立を防ぎ、多様な活躍の機会等を生み出す 

Ⅲ 地域づくりに向けた支援 

 

支援による終結 
（複雑・複合化したケース） 
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効果 

 ・関係機関での情報共有・連携がスムーズに 

 ・各分野の効果的な支援により、早期解決につながる 

 

重層事業担当部署が関係する支援機関をコーディネート 
（＝多機関協働事業・支援プラン作成事業） 

・ケースごとに課題を整理 

・関係機関による会議（重層的支援会議）で協議し、支援プランを作成 

・モニタリング（プランや支援が適切か定期的に確認） 

・関係機関による会議で終結の確認 

資料２－２ 

地域福祉 
ネットワーク   

 
 
 
 
    
支援    相談 

・民生委員 
・校区社協 
・町内会 など 

・地域福祉支援員 
・地域福祉館 

介護分野 子ども分野 生活困窮など 障害分野 

・地域包括支援 
 センター 
・高齢者福祉 
 相談室 
・長寿あんしん課 
      など 

・基幹相談支援 
 センター 
・地域活動支援 
 センター 
・障害福祉課 
     など 

・助産院 
・親子つどいの 
 広場 
・こども政策課 
・母子保健課 
      など 

・社会福祉協議会 
・保健福祉総合 
 相談窓口 
・生活就労支援 
 センター 
      など 

既存の相談窓口での相談の受けとめ（＝包括的相談支援事業） 

その他福祉関係 
以外の各課 


